
平成２９年度砂利採取業務主任者試験実施要領

１ 試験の日時 平成２９年１１月１０日（金）午前１０時から正午まで

２ 試験実施場所 和歌山県田辺市東陽３１番１号 田辺市文化交流センター

３ 試験科目 筆記試験

（１）砂利の採取に関する法令

（２）砂利の採取に関する技術的な事項

（基礎的な土木及び河川工学に関する事項を含む。）

※出題数は、法令問題１０問（全問必須問題）、技術問題１５問（７問の必

須問題と、８問から受験者が３問選択して解答する選択問題）とする。

４ 受験手続

（１）提出書類等

ア 受験願書 １通

イ 写 真 １枚

手札形（縦１１．８センチメートル、横８．２センチメートル）と

し、出願前６か月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に撮影年

月日、氏名及び年齢を記載したもの。

なお、写真は受験願書の裏に貼付して提出すること。

ウ 受験手数料 和歌山県証紙７，６００円

消印はせずに受験願書に貼付して提出すること。

エ 受験票送付用封筒 １通

受験票送付先の郵便番号、住所及び氏名を記載すること。

なお、受験票送付用の切手の貼り付けは不要とする。



（２）提 出 先

〒６４０－８５８５

和歌山市小松原通一丁目１番地

和歌山県県土整備部河川・下水道局河川課 砂利採取業務主任者試験係

電話番号 ０７３－４４１－３１３２（直通）

（３）受験願書等の提出期間

ア 和歌山県県土整備部河川・下水道局河川課への持参の場合

平成２９年１０月２日（月）から同月１６日（月）まで（日曜日、土

曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日（以下「休日」という。）を除く。）の午前９時から午後５時

までの間。

イ 郵送の場合

平成２９年１０月２日（月）から同月１６日（月）までの間のいずれ

かの日の消印があるものを受け付ける。

（４）受験票の送付

受験願書を受理した場合は、提出期間終了後に受験票を交付する。

なお、受験票が１１月２日（木）までに到着しないときは、和歌山県県

土整備部河川・下水道局河川課まで連絡すること。

５ 合格者の発表等

（１）合格発表日

平成２９年１２月１日（金）

（２）発表の方法

合格発表日の午前１０時に和歌山県県土整備部河川･下水道局河川課に合

格者の受験番号を掲示するとともに、和歌山県河川・下水道局河川課ホー

ムページ（http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080400/index.htm）に



て公開する。

また、受験者に対し郵送により合否を通知する。

６ 試験結果の開示

この試験の合否及び受験者の得点数（合計得点及び各試験科目ごとの得点）

については、和歌山県個人情報保護条例（平成１４年和歌山県条例第６６号）

第２５条第１項の規定により、口頭により開示請求することができる。

開示を希望する場合は、受験者本人が受験票又は本人であることを証明する

書類（運転免許証、旅券等の顔写真つきで公的機関発行のものに限る。）を持

参の上、和歌山県県土整備部河川・下水道局河川課に請求すること。

開示の期間は合格発表日から１月間（日曜日、土曜日及び休日を除く。）と

し、開示の時間は、開示の期間中午前９時（開示期間の初日は合格発表後）か

ら午後５時４５分までの間とする。

７ その他

（１） 受験願書は、和歌山県県土整備部河川・下水道局河川課及び各振興局

建設部において、平成２９年８月８日（火）から同年１０月１６日

（月）までの間（日曜日、土曜日及び休日を除く。）交付する。

また、和歌山県県土整備部河川・下水道局河川課ホームページからも

ダウンロード可能とする。

（２） 受験者は、試験開始３０分前から入室できる。１０分前には着席する

こと。遅刻は試験開始後３０分までは認めるが、それ以降の受験は原則

として認めない。退室については、試験開始４０分後から終了１０分前

まで認めるが、退室時には答案用紙を提出することとし、再入室は認め

ない。

（３） 試験問題は、試験開始から４０分を経過した後に、受験者本人に限り



持ち帰りを認める。

（４） 天候、交通機関等の都合により試験の実施ができない場合は、別途知

事が指定する日に試験を実施する。

（５） その他試験に関する問合せは、和歌山県県土整備部河川・下水道局河

川課まで行うこと。


